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１.

採
用
時
の
在
留
資
格
の

確
認

外
国
人
は
、
入
国
の
際
に
与
え

ら
れ
た
在
留
資
格
の
範
囲
内
で
、

定
め
ら
れ
た
在
留
期
間
に
限
り
就

労
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。従
っ
て
、

企
業
が
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す

る
場
合
に
は
、
就
労
さ
せ
よ
う
と

す
る
仕
事
の
内
容
が
在
留
資
格
の

範
囲
内
で
あ
る
か
、
在
留
期
間
を

過
ぎ
て
な
い
か
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

確
認
の
方
法
と
し
て
は
、
外
国

人
登
録
証
明
書
ま
た
は
パ
ス
ポ
ー

ト
の
上
陸
許
可
証
印
や
就
労
資
格

証
明
書
な
ど
に
よ
り
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

現
在
、
在
留
資
格
に
は
２７
種
類

あ
る
が
、
就
労
の
可
否
に
よ
り
、

大
き
く
３
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
�

外
交
、
教
授
、
技
術
な
ど
一
定
の

範
囲
内
で
就
労
が
認
め
ら
れ
る
も

の
、
�
留
学
や
就
学
な
ど
、
原
則
、

就
労
は
認
め
ら
れ
な
い
が
「
資
格

外
活
動
許
可
」
を
取
得
し
て
い
る

も
の
、
�
永
住
者
や
永
住
者
の
配

偶
者
な
ど
特
に
就
労
に
制
限
が
な

い
も
の
が
あ
る
。

企
業
は
、
こ
の
よ
う
に
外
国
人

労
働
者
の
在
留
資
格
を
確
認
し
た

上
で
、
採
用
の
可
否
を
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
就
労
資
格
に
反
し
て
、
就
労

が
認
め
ら
れ
な
い
在
留
資
格
の
外

国
人
を
就
労
さ
せ
た
場
合
に
は
、

入
国
管
理
法
に
よ
り
、
３
年
以
下

外国人労働者を雇用するときの
実務ポイント

近近年年、、わわがが国国でではは、、世世界界ででもも例例をを見見なないいススピピーードドでで少少子子高高齢齢化化がが進進みみ、、そそのの影影響響にに
よよりり労労働働力力不不足足がが指指摘摘さされれてていいるる。。そそののよよううなな中中、、日日本本企企業業のの海海外外進進出出はは企企業業規規模模にに
関関係係ななくく急急速速にに進進行行ししてておおりり、、ままたた、、海海外外企企業業のの日日本本へへのの進進出出もも、、アアメメリリカカややヨヨーーロロ
ッッパパだだけけででななくく、、近近年年でではは中中国国、、イインンドド、、韓韓国国とといいっったたアアジジアア企企業業がが急急増増ししてていいるる。。
そそのの一一方方でで、、不不法法就就労労やや外外国国人人犯犯罪罪ななどど、、社社会会問問題題もも発発生生ししてておおりり、、そそのの受受入入れれにに対対
ししててはは慎慎重重なな対対応応がが求求めめらられれ、、雇雇用用管管理理上上ににつついいててもも留留意意すすべべきき事事項項ががいいくくつつかかああるる。。
００７７年年１１００月月１１日日にに雇雇用用対対策策法法がが改改正正さされれ、、企企業業にに対対しし、、外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善
おおよよびび再再就就職職支支援援のの努努力力義義務務がが課課さされれるるととととももにに、、外外国国人人雇雇用用状状況況のの届届出出がが義義務務化化ささ
れれたた。。
そそここでで、、本本稿稿でではは現現在在、、外外国国人人労労働働者者をを雇雇用用ししてていいるる、、ああるるいいはは雇雇用用をを検検討討ししてていい

るる企企業業がが注注意意すすべべきき実実務務ポポイインントトをを解解説説すするる。。
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図表１ 主な在留資格一覧

就労

○

○

○

◎

［注］◎：就労制限なし、○：一定範囲で就労可

在留期間

外交活動期間

３年または１年

３年または１年

無期限

活動例

外国政府の大使

大学教授

機械工学等の技術者

法務大臣の承認者

在留資格

外交

教授

技術

永住者
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の
懲
役
若
し
く
は
３
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
の
で
よ
く

確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

２.
採
用
と
雇
用
後
の
手
続

き

�

募
集
条
件
の
明
示

「
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理

の
改
善
等
に
関
し
て
事
業
主
が
適

切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
」
で

は
、
外
国
人
労
働
者
の
募
集
条
件

に
つ
い
て
の
注
意
事
項
を
次
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
。

�
従
事
す
べ
き
業
務
内
容
、
賃

金
、
労
働
時
間
、
就
業
場
所
、
労

働
契
約
期
間
、
社
会
・
労
働
保
険

関
係
法
令
の
適
用
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
、
書
面
の
交
付
又
は
電

子
メ
ー
ル
（
希
望
の
あ
っ
た
場
合

の
み
）
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
。

�
外
国
人
労
働
者
が
国
外
に
居

住
し
て
い
る
場
合
は
、
企
業
に
よ

る
渡
航
費
用
の
負
担
、
住
居
の
確

保
等
の
募
集
条
件
の
詳
細
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

あ
い
ま
い
な
表
現
は
誤
解
の
原
因

に
な
る
の
で
、
募
集
の
際
に
、
明

確
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

�

労
働
条
件
は
、
必
ず
書
面
交

付労
働
契
約
締
結
時
に
は
、
労
基

法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
賃
金
や

労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に

つ
い
て
、
本
人
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

内
容
を
書
面
に
し
て
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
書

面
の
言
語
は
日
本
語
だ
け
で
な
く
、

外
国
人
労
働
者
の
母
国
語
も
併
記

し
た
書
面
を
作
成
し
、
後
々
の
ト

ラ
ブ
ル
防
止
に
備
え
た
ほ
う
が
よ

い
。

�

社
会
保
険
お
よ
び
雇
用
保
険

へ
の
加
入

原
則
と
し
て
、
外
国
人
労
働
者

で
あ
っ
て
も
社
会
保
険
や
労
働
保

険
の
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
、
企

業
は
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
し
た

際
は
、
社
会
保
険
や
労
働
保
険
に

加
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る

外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
や
労
働
保
険
の
加
入
義
務

は
な
い
。

【
社
会
保
険
の
適
用
除
外
者
】

・
労
働
時
間
ま
た
は
労
働
日
数

が
一
般
社
員
の
お
お
む
ね
４

分
の
３
未
満
で
あ
る
者

・
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
ま

た
は
２
ヵ
月
以
内
の
期
間
を

定
め
て
使
用
さ
れ
る
者

・
所
在
地
が
一
定
し
な
い
事
業

所
に
使
用
さ
れ
る
者

・
季
節
的
業
務（
４
ヵ
月
以
内
）

に
使
用
さ
れ
る
者

・
臨
時
的
事
業
の
事
業
所
（
６

ヵ
月
以
内
）
に
使
用
さ
れ
る

者

な
ど

【
雇
用
保
険
の
適
用
除
外
者
】

・
外
国
公
務
員
や
外
国
の
失
業

保
険
制
度
の
適
用
を
受
け
る

者

・
雇
用
契
約
が
終
了
し
た
場
合

ま
た
は
雇
用
契
約
が
終
了
す

る
直
前
に
お
い
て
帰
国
す
る

こ
と
が
通
常
で
あ
る
者

な

ど
�

社
会
保
障
協
定

国
際
間
の
人
的
移
動
に
伴
い
、

外
国
に
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
及
び

外
国
か
ら
日
本
に
派
遣
さ
れ
る
外

国
人
に
つ
い
て
、
日
本
と
外
国
の

図表２ 各国との社会保障協定発行状況

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、
フランス、カナダ、オーストラリア、オラン
ダ、チェコ

スペイン、イタリア、アイルランド

ハンガリー、スイス

スウェーデン、ルクセンブルク、ブラジル、
フィリピン

１０年１月現在

締結済み

準備中

交渉中

交渉準備中
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年
金
制
度
の
両
方
に
加
入
し
保
険

料
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
二
重
加
入
問
題
」
と
、
外
国
の

年
金
制
度
に
加
入
し
た
期
間
が
短

い
と
、
老
後
な
ど
の
年
金
給
付
が

受
け
ら
れ
な
い
「
保
険
料
掛
け
捨

て
問
題
」
と
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
、
社
会
保
障
協
定
は
こ

れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

次
の
内
容
を
協
定
で
締
結
し
て
い

る
。
�
「
二
重
加
入
」
を
防
止
す

る
た
め
に
、
加
入
す
る
べ
き
年
金

制
度
を
二
国
間
で
調
整
す
る
。
�

「
保
険
料
掛
け
捨
て
」
を
防
止
す

る
た
め
に
、
日
本
の
年
金
加
入
期

間
を
、
協
定
を
結
ん
で
い
る
国
の

年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
た
期
間

と
し
て
み
な
し
て
取
扱
い
、
そ
の

国
の
年
金
を
受
給
で
き
る
よ
う
に

す
る
。

�

脱
退
一
時
金
制
度

脱
退
一
時
金
制
度
は
、
日
本
国

籍
を
有
し
な
い
外
国
人
労
働
者
だ

け
に
適
用
さ
れ
る
。
厚
生
年
金
に

加
入
し
保
険
料
を
納
付
し
て
も
、

年
金
を
受
給
で
き
る
可
能
性
が
少

な
い
外
国
人
労
働
者
へ
の
措
置
と

し
て
設
け
ら
れ
た
。

制
度
適
用
の
た
め
に
は
、原
則
、

次
の
４
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要

が
あ
る
。

�

日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い

�

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

期
間
の
月
数
が
６
月
以
上
あ
る

�

日
本
に
住
所
を
有
し
て
い
な

い
�

障
害
年
金
を
含
む
各
種
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
し
た
こ
と

が
な
い

�

外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出

雇
用
対
策
法
の
改
正
に
よ
り
、

外
国
人
労
働
者
（
特
別
永
住
者
除

く
）
を
雇
用
し
た
場
合
、
雇
用
保

険
へ
の
加
入
の
有
無
を
問
わ
ず
、

雇
い
入
れ
た
外
国
人
労
働
者
の
�

氏
名
、
�
在
留
資
格
、
�
在
留
期

限
、
�
生
年
月
日
、
�
性
別
、
�

国
籍
な
ど
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
報

告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

提
出
を
怠
っ
た
り
、
虚
偽
の
届
出

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
３０
万
円
以

下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
。

３.

不
法
就
労
と
な
ら
な
い

た
め
に

不
法
就
労
は
、
外
国
人
労
働
者

だ
け
で
は
な
く
企
業
も
罰
せ
ら
れ

る
。
不
法
就
労
が
判
明
し
た
場
合

に
は
、
企
業
に
対
し
て
は
、
入
管

法
に
基
づ
き
、
不
法
就
労
助
長
罪

と
し
て
３
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科

さ
れ
、
ま
た
は
併
科
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
外
国
人
労
働
者
の
在
留

資
格
や
在
留
期
限
に
つ
い
て
は
、

採
用
の
段
階
だ
け
で
な
く
、
そ
の

後
も
就
労
資
格
範
囲
や
期
限
を
守

り
な
が
ら
、
法
令
を
遵
守
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

今
後
、
益
々
、
日
本
人
と
外
国

人
が
混
在
す
る
多
様
な
人
材
で
構

成
さ
れ
る
組
織
が
増
え
て
い
く
中
、

今
回
解
説
し
た
多
様
性
を
受
け
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
組
織
こ
そ
、

魅
力
的
な
企
業
と
し
て
今
後
も
成

長
発
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

図表３ 外国人雇用状況の届出時期など

雇用保険加入者で
ない場合

届出様式（様式第
３号）に記載

雇入れ、離職の場
合ともに翌月末日

雇用保険加入者の場
合

資格取得届または喪
失届の備考欄に記載

取得届または喪失届
の提出期限と同様

届出方法

届出時期


